
※１　70歳未満の低所得者(住民税非課税／限度額適用区分「オ」)は、70歳以上の「低所得者Ⅱ」に相当します。
　　　「低所得者Ⅰ」は、70歳以上の患者様のみ適用となります。
※２　負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方を指します。

療養病床に入院する６５歳以上の患者
標準負担額

食費（１食） 居住費(1日)

０円

一
般

①一般の患者（下記のいずれにも該当し
ない者）

入 院 時 生 活 療 養 費 ・ 生 活 療 養 標 準 負 担 額 に つ い て

　被保険者が療養病床に入院した時は、食事代の他に居住費も自己負担になります。

入院時生活療養費・生活療養標準負担額

低
所
得
者
Ⅱ

④低所得者Ⅱ（※１）（⑤⑥に該当しない者） ２７０円 ４３０円

⑤低所得者Ⅱ
（重篤な病状又は集中的
治療を要する者等）

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日以下 ２７０円
４３０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日超

⑥低所得者Ⅱ
（指定難病患者）

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日以下 ２７０円
０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日超 ２２０円

入院時生活療養（Ⅰ）を算定する医療機関に入院 ５５０円 ４３０円

②厚生労働大臣が定める者[＝重篤な病状又は集中的治療を要する者等]（低所得者Ⅰ・Ⅱを除く）

２２０円

５５０円 ４３０円

③指定難病患者（低所得者Ⅰ・Ⅱを除く） ３３０円

銚子市立病院　病院長

低
所
得
者
Ⅰ

⑦低所得者Ⅰ（⑧⑨⑩⑪に該当しない者） １６０円 ４３０円

⑧低所得者Ⅰ[＝重篤な病状又は集中的治療を要する者等] １３０円 ４３０円

⑨低所得者Ⅰ（指定難病患者）
⑩低所得者Ⅰ／老齢福祉年金受給者
⑪境界層該当者※２

１３０円 ０円


